
返還免除 

申  請 

    介護福祉士実務者研修受講する方を応援します！       

令和６年度 介護福祉士実務者研修受講資金貸付 募集要項 
 
１．介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度の概要  
 

（１）貸付制度の概要 

介護福祉士実務者研修施設等（以下、実務者研修施設）に在学し、介護福祉士の資格取得を目指す方

に研修費用等を貸付けます。実務者研修施設を卒業後、介護福祉士の資格を取得し、山形県内（※）の

社会福祉施設等で介護等の業務に２年間従事した場合は、返還が免除されます。 

（※）国立障害者リハビリセンター等で従事する場合など、一部県外も含みます（以下、同じ） 

 

＜申請手続きの主な流れ＞ 

 

 

 

  

 

 

 

【 令和６年度の募集期間と募集人数 】 

第１期 令和６年 ５月１０日（金）まで  第４期 令和６年１２月 ６日（金）まで 

第２期 令和６年 ７月 ５日（金）まで  第５期 令和７年 ２月２１日（金）まで 

第３期 令和６年 ９月 ６日（金）まで    

                        募集人数は各募集期間とも 概ね１５名程度 

 

（２）貸付対象者（①から③のすべてを満たす方） 

① 実務者研修施設に在学し、介護福祉士の資格取得を目指す方 

 （上記の締切日から 1か月以内に実務者研修を受講する方も申請対象） 

② 実務者研修施設を卒業（修了）した日又は業務に従事する期間が３年に達した日のいずれか遅 

い日から１年以内に、介護福祉士の資格を取得・登録し、山形県内の社会福祉施設等で介護等

の業務に従事しようとする方 

③ 他の都道府県の本資金を借り受けていない方 

※ 生活福祉資金や母子父子寡婦福祉資金、その他の国庫補助事業等を活用した制度との併用はできません。 

※ 職業訓練として実務者研修を受講する場合は、貸付対象外となります。 
 

（３）貸付内容 

貸付金額  ２０万円以内（受講料・実習費・教材費、国家試験受験手数料、その他必要経費） 

貸付利子  無利子（ただし、返還期間を過ぎた場合は延滞利子を徴収します。） 
 

（４）資金の交付  

貸付契約後、一括交付します。 
 

（５）連帯保証人 （原則、①から③のすべてを満たす方を１名立てる必要があります。） 

① 申請者とは別に生計を営んでいる方    ② 山形県内に住所を有する方 

③ 65歳未満の方で、市町村民税課税世帯の方 

 ※ 申請者が未成年の場合は、別途、法定代理人も連帯保証人として必要です。 
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（６）返還の免除 

実務者研修施設を卒業（修了）した日（実務者研修施設を卒業した日において介護等の業務に従

事する期間が 3年に達していない場合は、介護等の業務に従事する期間が 3年に達した日）から１

年以内に介護福祉士の資格を取得し、資格登録を行って山形県内の社会福祉施設などで介護等の業

務（※）に就き、2年間引き続きその業務に従事した場合は、返還が免除されます。 
 

（※） 返還免除対象となる介護等の業務とは、昭和 63年 2月 12日社庶第 29号社会局長・児童家庭局長連

名通知「指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格に係る介護等の業務の範囲等に

ついて」の別添１に定める職種若しくは別添２に定める職種又は当該施設の長の業務となります。 

 

（７）返還 

介護福祉士未登録、介護職を離職し他産業へ転職、又は県外への転就職等の場合は、返還が必要

です。返還は一括または月賦（返還期間 12 か月以内）とします。実務者研修を修了し、山形県内

で介護福祉士等の業務に従事した事実がある場合や、疾病等により業務に従事できなくなった場合

のみ月賦による返還が可能です。返還期間を過ぎた場合は延滞利子を徴収します。 

 

２．申請の手続き  
 

（１）申請に必要な書類 

   ① 実務者研修受講資金貸付申請書（第１号様式） 

② 業務従事施設からの推薦状（第２号様式）  

※ 現在、介護福祉士国家試験受験資格の実務経験対象となる施設等で業務に従事して 

  いない方は提出不要 

③ 実務者研修施設の受講証明書（第３号様式） 

※ 受講予定者（受講申込済みの方で、貸付の各募集期間締切日から１か月以内に受講開始 

の方に限る）の場合は「受講決定通知書」等、実務者研修に受講申込をしていることが 

わかる書類および受講期間がわかる書類 

④ 住民票謄本（発行後３カ月以内、本籍記載有、個人番号無） 

⑤ 申請者と生計を一にする世帯員の収入を証明する書類 

    ア）給与所得のみの場合 

→ 源泉徴収票の写し又は所得証明書（直近の給与支給明細書の写しを添付） 

    イ）営業所得、農業所得、年金収入など給与所得以外の所得がある場合 

→ 確定申告書の写し又は所得証明書 

→ 年金振込通知書若しくは公的年金等の源泉徴収票の写し又は所得証明書 

⑥ 保証人となる方の収入を証明する書類（上記⑤参照） 

⑦ 生活保護受給世帯の方は福祉事務所長等が発行する生活保護受給証明書 

⑧ 返信用封筒・通信用切手 

返送先の住所・氏名を明記した返信用封筒（角２･240mm×332mm）に１４０円分の切手を貼付

して下さい。 

 

３．貸付可否の決定（事務手続きの予定） 
 

各募集期間の締切り後、提出された書類を審査し、貸付の可否を決定します。その後、貸付が決定

した方と契約締結（借用書等の提出）し、貸付金を指定口座に一括で送金します。 

（審査決定から送金まで４週間程度かかります。） 

 

４．申し込み先・問い合わせ先    ※ご不明な点がありましたらお気軽にお問合せ下さい。 
   

社会福祉法人山形県社会福祉協議会 山形県福祉人材センター 

  〒990－0021 山形市小白川町２丁目３－３０ 電話 ０２３（６３３）７７３９ 

※ 申請書類等の様式は山形県福祉人材センター 

のホームページからダウンロードできます。  

https://www.ymgt-shakyo.or.jp/jinzai/ 


